
 

茨城町中小企業等エネルギー価格高騰対策支援金の概要について 

 

１ 支援金額 

   一律 ３万円（※申請期間内の支援金の給付は１事業者につき１回限りです。） 

 

２ 給付対象 

事業を営んでいる法人又は個人の方で、以下の要件を全て満たす方が対象となります。 

要件 

（１）町内に事業所を有する中小企業者等又は町内に住所を有する個人事業者であること。（農林

水産業を除く） 

（２）令和７年１２月以前に事業を開始しており、今後も事業を継続する意思を有すること。 

（３）本支援金の申請日までに到来した納期限の町税を完納していること。 

（４）茨城町暴力団排除条例（平成２４年茨城町条例第１号）第２条第１項第１号から第３号 

までの規定に該当する者でないこと。 

（５）政治団体、宗教上の組織又は団体（法人も含む）ではないこと。 

（６）大企業が資本金の２分の１以上所有していない、又は役員のうち２分の１以上を占めて 

いないこと。 

（７）給付することが適当でないと町長が判断する者ではないこと。 

 

３ 申請期間 

   令和８年５月１１日（月）から 令和８年７月３１日（金）まで（当日消印有効） 

   ※予算額に達した場合は、その時点で支援金の申請受付は終了となります。 

 

４ 提出書類 

 下記の書類を、茨城町生活経済部商工観光課に提出してください。 

【申請書兼請求書（様式第１号）】 

＜添付書類＞ 

① 事業を営んでいることが確認できる書類 

    （法人）令和７年分法人税確定申告書別表１の控えの写し 

    （個人）令和７年分所得税確定申告書第１表の控えの写し 

② 開業時期が確認できる書類 

    （法人）法人登記事項全部事項証明書又は法人設立届出書の写し 

    （個人）個人事業の開業届出書の写し 

③ 完納証明書（納期到来分の町税すべてに滞納がないことの証明） 

④ 事業所で使用した最新の電気料金の明細書の写し 

⑤ 申請者名義の振込先口座情報のわかる書類 

【誓約書兼同意書（別紙）】 



 

５ 申請方法 

   郵送または商工観光課窓口に直接持参 

   ＜宛先＞ 〒311-3192 茨城町小堤 1080 茨城町生活経済部商工観光課 支援金担当 宛 

 

６ 注意事項 

 提出書類は返却できません。コピーしたものをご提出ください。 

通帳の表紙を１ページめくった見開きページの写 

しを提出してください。 

 金融機関者名・支店名・口座種別・口座番号・口 

 座名義カナが確認できれば Web ページのスクリー 

 ンショットでも申請可能です。 

 

 

 

 申請日現在でお手元にある最新の明細書をご用意 

ください。また、使用場所が申請書に記載する事 

業所住所であることをご確認ください。 

 契約者名・使用場所住所・使用月・電力会社名が 

 確認できる書類を提出ください。 

 Web ページのスクリーンショットでも申請可能です。 

 

 
 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 

茨城町生活経済部商工観光課 商工観光グループ 

TEL：029-240-7124  FAX：029-292-6748 

 茨城県東茨城郡茨城町小堤 1080 

事業所住所で使用した 

最新の電気料金の明細書の写し 

申請者名義の振込先口座情報の 

わかる書類 


